
■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話
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凡
例

月
　
日
ま
で
に
申
請
い
た
だ
け
れ
ば

31
平
成
　
年
　
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
る

23

10

経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、　
月
以
降
に
新
た
に
出

10

生
・
転
入
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

出
生
日
・
転
出
予
定
日
か
ら
　
日
以

15

内
に
子
ど
も
手
当
の
手
続
き
が
な
い

と
、
支
給
さ
れ
な
い
月
が
生
じ
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑤
そ
の
ほ
か
…
平
成
　
年
3
月
分
ま

24

で
は
所
得
制
限
の
対
象
外
で
す
。
平

成
　
年
4
月
以
降
の
手
当
制
度
に
つ

24
い
て
は
、
制
度
確
定
後
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

※
公
務
員
の
場
合
、
職
場
で
の
申

請
・
支
給
に
な
り
ま
す
。

【
夜
間
・
休
日
窓
口
を
開
設
】

　
子
ど
も
手
当
の
夜
間
お
よ
び
休
日

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

噛
夜
間
…
■時 
　
月
　
日
俄
、　
月
　

10

31

11

30

日
我
・
午
後
8
時
ま
で
。

噛
休
日
…
■時 
　
月
　
日
臥
・
午
前
8

11

12

時
　
分
～
午
後
5
時
　
分
。

30

15

■場 
子
育
て
支
援
課
。

■問 
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班
（
緯

内
線
2
4
5
）。

認
知
症
高
齢
者
の
家
族
な
ど
の

つ
ど
い
（
交
流
会
）

　
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
・
千
葉

県
支
部
の
方
を
お
招
き
し
て
、
交
流

会
を
開
催
し
ま
す
。　
　

　
認
知
症
の
人
を
介
護
す
る
中
で
感

じ
て
い
る
こ
と
、
悩
み
や
疑
問
な
ど

の
話
し
合
い
や
、
情
報
交
換
な
ど
を

行
い
ま
す
。

■時 
　
月
　
日
峨
・
午
後
1
時
　
分
～

11

29

30

3
時
。

■場 
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
い
ん
ば
（
美

　
ク
リ
ス
マ
ス
に
ち
な
ん
だ
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
用
意
し
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
コ

ン
サ
ー
ト
で
す
。
家
族
そ
ろ
っ
て
楽

し
み
ま
せ
ん
か
。

■時 
　
月
　
日
蚊
・
午
前
　
時
開
演

12

18

11

（
開
場
　
時
　
分
～
）。

10

30

■費 
一
般
1
街
5
0
0
円
、
子
ど
も

（
0
歳
か
ら
小
学
生
ま
で
）
5
0
0

円
（
全
席
指
定
）。

※
障
害
者
割
引
は
一
般
料
金
よ
り
5

0
0
円
引
き
（
小
学
生
以
下
の
障
害

者
割
引
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
）。
チ

ケ
ッ
ト
購
入
の
際
、
障
害
者
手
帳
な

ど
に
よ
る
確
認
が
必
要
。

※
チ
ケ
ッ
ト
は
、
各
プ
レ
イ
ガ
イ
ド

で
販
売
中
。

平成２３年（２０１１）１０月１５日号（２）

コ
ン
サ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
・
キ
ッ
ズ
～
０
歳
か
ら
の
ク
ラ
シ
ッ
ク

「
ク
リ
ス
マ
ス
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
」

１２/１８
（日）

１０/２９
（土）

■時 
　
月
　
日
臥
・
午
後
5
時
開
演

10

29

（
開
場
は
4
時
　
分
～
）。

30

■費 
4
街
5
0
0
円
（
全
席
指
定
）。

※
未
就
学
児
の
入
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
小
・
中
学
生
割
引
、
障
害
者

割
引
は
料
金
よ
り
5
0
0
円
引
き
。

チ
ケ
ッ
ト
購
入
の
際
、
学
生
証
ま
た

は
障
害
者
手
帳
な
ど
に
よ
る
確
認
が

必
要
と
な
り
ま
す
（
割
引
は
文
化

ホ
ー
ル
購
入
分
の
み
）。

※
チ
ケ
ッ
ト
は
文
化
ホ
ー
ル
、
チ

ケ
ッ
ト
ぴ
あ
、
ロ
ー
ソ
ン
チ
ケ
ッ
ト
、

イ
ー
プ
ラ
ス
で
販
売
中
。

青
山
テ
ル
マ
＆
童
子
―
Ｔ

　
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ラ
イ
ブ
2
0
1
1

文化ホール
小林公民館

そうふけ公民館
印旛公民館
本埜公民館

プレイガイド

■問 文化ホール
（緯碓４２ ８８１１）

※
各
プ
レ
イ
ガ
イ
ド
で
売
り
切
れ
の

際
は
、
文
化
ホ
ー
ル
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
電
話
予
約
の
受
け
付
け
は
、
文
化

ホ
ー
ル
の
み
で
す
。

③
別
居
監
護
…
噛
単
身
赴
任
な
ど
で

子
を
養
育
し
て
い
る
場
合
手
当
を
受

給
で
き
ま
す
。
噛
離
婚
協
議
中
な
ど

の
場
合
は
、
同
居
要
件
や
、
別
途
書

類
が
必
要
で
す
。
噛
海
外
別
居
監
護

は
、
一
部
を
除
い
て
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
噛
子
ど
も
が
児
童
養
護
施
設

な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
、
入

所
施
設
か
ら
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

④
申
請
期
限
…
　
月
1
日
現
在
、
印

10

西
市
で
子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に

該
当
し
て
い
る
人
は
、
平
成
　
年
3

24

国
民
健
康
保
険

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

【
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
場

合
・
加
入
し
た
場
合
】

　
会
社
を
辞
め
た
な
ど
の
理
由
で
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
、

本
人
と
被
扶
養
者
は
国
民
健
康
保
険

（
以
下
、
国
保
）
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
退
職
日
の
翌
日
か
ら
加

入
資
格
が
発
生
し
ま
す
の
で
、　
日
14

以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
て
も
、

加
入
日
は
資
格
取
得
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
、
こ
の
期
間
の
保
険
税
も
納
付

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
会
社
の
健
康
保
険
に
新
た

に
加
入
し
た
場
合
は
、
国
保
の
資
格

喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
資
格

が
な
く
な
っ
た
後
、
国
民
健
康
保
険

証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場
合
、

国
保
の
医
療
費
は
返
還
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
現

在
か
か
っ
て
い
る
医
療
機
関
に
そ
の

旨
を
伝
え
、
新
し
い
保
険
証
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。　

【
修
学
の
た
め
、
市
外
に
住
所
を

定
め
る
と
き
】

　
修
学
の
た
め
に
市
外
に
転
出
す
る

と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け

出
を
し
な
い
と
当
市
の
国
保
の
資
格

開
発
行
為
・
建
築
行
為
に
は

事
前
に
許
可
を

　
み
な
さ
ん
は
市
街
化
調
整
区
域
内

で
開
発
行
為
や
建
築
行
為
を
す
る
場

合
、
事
前
に
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　
現
在
、
市
の
区
域
は
「
市
街
化
区

域
」
と
「
市
街
化
調
整
区
域
」
に
区

分
（
線
引
き
）
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
街
化
区
域
は
、
市
街
化
を
促
進

す
る
区
域
と
し
て
、
ま
た
市
街
化
調

整
区
域
は
こ
れ
を
抑
制
す
る
区
域
と

し
て
、
市
の
都
市
計
画
の
中
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
市
街
化

調
整
区
域
内
に
は
原
則
と
し
て
建
築

物
を
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
建
築
が
可
能
に
な
る
場
合
は
、
一

年
末
調
整
な
ど
の
説
明
会

　
源
泉
徴
収
義
務
者
を
対
象
と
し
た

「
平
成
　
年
分
の
年
末
調
整
の
し
か

23

た
な
ら
び
に
法
定
調
書
お
よ
び
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
」
の

説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

■時 
　
月
　
日
我
・
午
後
1
時
　
分
～

11

16

30

（
開
場
1
時
）。

■場 
市
役
所
（
大
森
）。

■問 
成
田
税
務
署
法
人
課
税
第
二
部
門

（
緯
碓28 
5
1
5
1
・
音
声
案
内
で

「
2
」
番
「
税
務
署
」
を
選
択
）、
市

民
税
課
市
民
税
班
（
緯
内
線
3
1
7

～
3
1
9
・
3
2
9
）。

　
な
お
、
市
街
化
区
域
内
で
も
面
積

が
5
0
0
愛
以
上
の
開
発
行
為
は
、

原
則
と
し
て
許
可
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

■問 
建
築
課
開
発
建
築
班
（
緯
内
線
7

7
2
・
7
7
4
）。

　
月
以
降
の
子
ど
も
手
当

10　
平
成
　
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

23

当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

に
よ
り
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
子
ど
も
手
当
を
受
給
さ
れ

る
人
は
、
再
度
、
申
請
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
印
西
市
に
住
民
登
録
の
あ

る
0
歳
か
ら
中
学
3
年
生
の
子
が
い

る
世
帯
に
は
、
案
内
文
と
認
定
請
求

書
を
普
通
郵
便
で
送
付
し
た
の
で
、

手
続
き
の
必
要
な
人
は
、
期
限
内
に

忘
れ
ず
に
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
（
子
ど
も
手
当
　
月
定
期
払
い

10

該
当
の
人
に
は
支
給
通
知
に
同
封
）。

　
定
期
払
い
の
無
い
人
へ
、
ア
ン

ケ
ー
ト
は
が
き
を
同
封
し
ま
し
た
。

市
へ
申
請
し
な
い
人
は
、
ア
ン
ケ
ー

ト
に
お
答
え
い
た
だ
き
、
返
送
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

【
新
制
度
の
概
要
】

①
支
給
期
間
…
平
成
　
年
　
月
分
～

23

10

平
成
　
年
3
月
分
。

24

②
支
給
額
…
下
表
の
と
お
り
。

福
祉

パート英

　市では災害時などの情報伝達手段として、
携帯電話やパソコンへのメール配信サービス
「印西市緊急情報発信システム」を実施してい
ます。
　このメール配信サービスは、どなたでも利
用することができますが、あらかじめ『利用
者登録』が必要になります。
　なお、登録は無料ですが、『利用者登録』お
よび『登録解除』の際の通信料、メールの受
信、WEB閲覧にかかる費用は、利用者の負担
になります。
【防災メール『利用者登録』手順】
　利用する通信機器から下のアドレスに「空」
メールを送信してください。

 b@inz.171k.jp

※利用者登録手順および配信する内
容の詳細については、市ホームペー
ジ（http://www.city.inzai.chiba.jp）に掲載。
■問 防災課防災班（緯内線４５4）。

防災メールに登録を

▲QR
コードも
利用可

瀬
）。

■対 
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
人

（
印
西
市
お
よ
び
近
隣
在
住
の
人
）。

■定 
　
人
。

15
■費 
無
料
。

■申 
　
月
　
日
峨
ま
で
に
、
電
話
で
左

11

15

記
ま
で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
、

午
前
9
時
～
午
後
5
時
の
間
。
先
着

順
）。

■問 
介
護
福
祉
課
印
旛
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
（
緯
碓98 
1
1
1
5
）。

国
保

を
失
い
ま
す
。

　
ま
た
、
右
記
の
届
け
出
を
し
た
人

で
修
学
終
了
と
な
っ
た
場
合
も
届
け

出
が
必
要
で
す
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
6
～
2
8
7
）。

都
市

税
金

定
の
要
件
に
該
当
し
、
事
前
に
県
知

事
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
市
街
化
調
整
区
域
内
で
の
開
発
・

建
築
行
為
を
計
画
し
て
い
る
人
は
、

あ
ら
か
じ
め
建
築
課
開
発
建
築
班
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

胸手当の月額（平成23年10月分～平成24年3月分）胸

支給額年齢

15,000円(一律)0歳～３歳未満

10,000円(第3子以降は15,000円)３歳～小学校修了前

10,000円（一律）中学生

※１０月分～１月分の手当は平成２４年２月に、２月・３月分
　の手当は平成２４年６月に原則支払われます。
　なお、申請時期により、支払いが遅れる場合があります。


